
広
島
県
訓
令
第
三
号 

本

庁

 

地

方

機

関

 

広
島
県
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

広
島
県
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
広
島
県
訓
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一―

十
一 

（
略
） 

十
二 

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
担
当
課
長 

職
の
設
置

規
則
別
表
第
一
号
の
表
職
名
の
欄
に
掲
げ
る
人
材

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
担
当
課
長
を
い
う
。 

十
三―

二
十 

（
略
） 

 

（
局
長
、
課
長
等
の
専
決
事
項
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

職
の
設
置
規
則
別
表
第
一
号
の
表
職
名
の
欄
に
掲

げ
る
経
営
戦
略
審
議
官
、
Ｄ
Ｘ
審
議
官
、
産
業
政
策

審
議
官
及
び
都
市
建
築
技
術
審
議
官
は
、
局
長
の
専

決
事
項
の
う
ち
、
局
長
が
知
事
の
承
認
を
得
て
指
定

す
る
も
の
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

６ 

担
当
課
長
、
審
理
監
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
担
当

課
長
、
県
庁
情
報
シ
ス
テ
ム
担
当
課
長
、
高
等
教
育

担
当
課
長
、
た
め
池
・
農
地
防
災
担
当
課
長
、
建
設

Ｄ
Ｘ
担
当
課
長
及
び
経
営
企
画
監
は
、
そ
の
所
掌
に

属
す
る
事
務
の
う
ち
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
課

長
限
り
で
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
つ
い
て

専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７―
 

（
略
） 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一―
十
一 

（
略
） 

十
二 
デ
ジ
タ
ル
県
庁
推
進
担
当
課
長 

職
の
設
置

規
則
別
表
第
一
号
の
表
職
名
の
欄
に
掲
げ
る
デ
ジ

タ
ル
県
庁
推
進
担
当
課
長
を
い
う
。 

十
三―

二
十 
（
略
） 

 

（
局
長
、
課
長
等
の
専
決
事
項
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

職
の
設
置
規
則
別
表
第
一
号
の
表
職
名
の
欄
に
掲

げ
る
経
営
戦
略
審
議
官
、
Ｄ
Ｘ
審
議
官
及
び
都
市
建

築
技
術
審
議
官
は
、
局
長
の
専
決
事
項
の
う
ち
、
局

長
が
知
事
の
承
認
を
得
て
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て

専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

６ 

担
当
課
長
、
審
理
監
、
デ
ジ
タ
ル
県
庁
推
進
担
当

課
長
、
県
庁
情
報
シ
ス
テ
ム
担
当
課
長
、
高
等
教
育

担
当
課
長
、
た
め
池
・
農
地
防
災
担
当
課
長
、
建
設

Ｄ
Ｘ
担
当
課
長
及
び
経
営
企
画
監
は
、
そ
の
所
掌
に

属
す
る
事
務
の
う
ち
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
課

長
限
り
で
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
つ
い
て

専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７―
 

（
略
） 

 

別
表
第
三
（
第
八
条
関
係
） 

局
課
の 

区 

分 

局
長
専
決
事
項 

課
長
専
決
事
項 

 
 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

農
林
水

産
局 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

農
業
経

営
課 

      

一―

六 

（
略
） 

七 

（
略
） 

㈠―

㈤ 

（
略
） 

㈥ 

第
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
農
地
中

間
管
理
機
構
が
定

別
表
第
三
（
第
八
条
関
係
） 

局
課
の 

区 

分 

局
長
専
決
事
項 

課
長
専
決
事
項 

 
 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

農
林
水

産
局 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

就
農
支

援
課 

      

一―

六 

（
略
） 

七 

（
略
） 

㈠―

㈤ 

（
略
） 

 

㈥ 

第
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
農
地
中

間
管
理
機
構
が
定



                         （
略
） 

    

め
た
農
用
地
利
用

集
積
等
促
進
計
画

の
認
可 

㈦ 

第
二
十
条
の
規

定
に
よ
る
農
用
地

利
用
集
積
等
促
進

計
画
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
っ
て
設

定
若
し
く
は
移
転

さ
れ
た
農
地
中
間

管
理
権
に
係
る
賃

貸
借
若
し
く
は
使

用
貸
借
、
当
該
農

用
地
利
用
集
積
等

促
進
計
画
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
っ

て
農
地
中
間
管
理

機
構
に
設
定
さ
れ

た
経
営
受
託
権
に

係
る
農
業
の
経
営

の
委
託
、
当
該
農

用
地
利
用
集
積
等

促
進
計
画
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
っ

て
締
結
さ
れ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
た

農
作
業
の
委
託
に

係
る
契
約
（
農
地

中
間
管
理
機
構
が

委
託
を
受
け
る
も

の
に
限
る
。
）
又

は
第
十
八
条
第
一

項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
場
合
に
該

当
す
る
場
合
に
お

け
る
農
地
中
間
管

理
権
若
し
く
は
経

営
受
託
権
に
係
る

賃
貸
借
若
し
く
は

使
用
貸
借
若
し
く

は
農
業
の
経
営
の

委
託
の
解
除
の
承

認 

㈧ 

第
二
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ

る
賃
貸
借
、
使
用

貸
借
又
は
農
業
経

営
等
の
委
託
の
解

除
の
承
認 

 

 

    

                         
（
略
） 

    
め
た
農
用
地
利
用

配
分
計
画
の
認
可 

 
 ㈦ 

第
二
十
条
の
規

定
に
よ
る
農
地
中

間
管
理
権
の
設
定

若
し
く
は
移
転
に

係
る
契
約
又
は
農

業
経
営
基
盤
強
化

促
進
法
第
十
九
条

の
規
定
に
よ
る
公

告
が
あ
っ
た
農
用

地
利
用
集
積
計
画

の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
っ
て
設
定
若

し
く
は
移
転
さ
れ

た
農
地
中
間
管
理

権
に
係
る
賃
貸
借

若
し
く
は
使
用
貸

借
の
解
除
の
承
認 

                       

㈧ 

第
二
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ

る
賃
貸
借
又
は
使

用
貸
借
の
解
除
の

承
認 

 

㈨ 

第
二
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ

る
農
地
中
間
管
理

事
業
に
係
る
業
務

の
一
部
を
他
の
者

に
委
託
す
る
場
合



 八 

（
略
） 

 
 

 

農
業
生

産
課 

   
（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

鳥
獣
に
よ
る
農
林

水
産
業
等
に
係
る
被

害
の
防
止
の
た
め
の

特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
九
年

法
律
第
百
三
十
四
号

）
第
四
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
被
害
防

止
計
画
の
同
意 

農
業
技

術
課 

   

（
略
） 

         

一 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 

別
表
第
六
（
第
十
一
条
関
係
） 

専
決
者 

専
決
事
項 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

建
設
事
務

所
長 

一 

（
略
） 

二 

建
設
業
者
許
可
証
明
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
四
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
三
号
）
第

四
条
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
者
許
可
証
明
書

及
び
建
設
業
者
許
可
確
認
書
の
交
付 

三
・
四 

（
略
） 

五 

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
知
事
の
権
限

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

㈠ 

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
又
は
相
続
財
産
の
清
算
人
の
選
任
の
請

求 

㈡ 

第
四
十
二
条
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
命
令
の
請
求 

 
 

広
島
港
湾

振
興
事
務

所
長 

一
・
二 

（
略
） 

三 

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
知
事
の
権
限

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

㈠ 

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
又
は
相
続
財
産
の
清
算
人
の
選
任
の
請

求 

㈡ 

第
四
十
二
条
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
命
令
の
請
求 

 

の
承
認 

八 

（
略
） 

 
 

 

農
業
経

営
発
展

課 

   

（
略
） 

一 

（
略
） 

農
業
技

術
課 

   

（
略
） 

一 

鳥
獣
に
よ
る
農
林

水
産
業
等
に
係
る
被

害
の
防
止
の
た
め
の

特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
九
年

法
律
第
百
三
十
四
号

）
第
四
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
被
害
防

止
計
画
の
同
意 

二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 

別
表
第
六
（
第
十
一
条
関
係
） 

専
決
者 
専
決
事
項 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

建
設
事
務

所
長 

一 

（
略
） 

二 

建
設
業
者
許
可
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（

昭
和
四
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
三
号
）

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
者
許
可
証
明

書
及
び
建
設
業
者
許
可
確
認
書
の
交
付 

三
・
四 

（
略
） 

        
 

 

広
島
港
湾

振
興
事
務

所
長 

一
・
二 

（
略
） 

    

  

  
 

 
 

附 

則 
 



 
こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


